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１．研究計画の概要 

(1)（目的） 
本研究の目的は、現代における対テロ体

制と治安体制を備えた国家構造のありか
たを探ることであった。この点で特に先進
的な国家構築を行っているイギリスの現
状を調査して日本にとっての参考点を明
らかにすることであった。 

(2)（内容） 
梅川と倉持はイギリスの治安国家の現

状を解明する作業を行ってきた。その結果、
従来の冷戦構造を持っていた安全保障体
制が、世界のテロを抑制することを目的と
した体制に変化してきていることを明ら
かにしてきた。イギリスは、この国家防衛
戦略の転換を行うことを基本として治安
や警察さらには検察と裁判制度の改革を
行っている。しかも、太田が研究してきた
ように、英国の治安体制は EU の安保体制
と結合している。これを参考にして日本の
国家体制を整備すると、国家の安全保障、
治安制度、裁判制度などの抜本的な見直し
が必要となる。この点を渡名喜が研究して
きている。 

 

２．研究の進捗状況 

(1)（研究会） 
研究会については講演会やイギリスで

の研究会も含めると、初年度の 2008 年よ
り 2010年まで合計９回行った。 

(2)（イギリスの研究者との連携） 
まず初年度の 2008 年に梅川と倉持が渡

英してイギリスの研究者との連携の基礎
を作った。特に、イギリスの対テロ戦争で
あるイラク戦争に関する検証委員会の実
態と評価に関して、2010 年 11 月に梅川の

レポートをマッケルダウニー教授に送付
した。その後教授からコメントのペーパー
が帰ってきて、これを踏まえて再び梅川の
ペーパーを 12月に送った。同 12月には科
研グループ 4人で渡英して 12月 28日にイ
ギリスで教授とセミナーを行った。教授か
らは新なペーパーが出され高い水準の議
論をした。 

(3)（イギリスの前内務大臣との面会） 
梅川は 2010 年 3 月に、再び渡英し 3 月

15 日に、イギリスのテロ対策の立法と実施
の責任者であった前内務大臣のブランケ
ット議員と、ロンドンの議会における彼の
オフィスで面会した。テロ対策の基本精神
などの有益な情報を得た。 

(4)（研究上の発見） 
本研究はもっぱらイギリスの安全保障

体制を研究の対象としてきたが、その過程
で、イギリスにおける「冷戦構造から対テ
ロ戦争への安保体制の変化」は、欧米全体
で共通して発生していることを発見して
きた。 
さらに主要国が共通して対テロ戦略を

とり、いずれも国際的な治安権限を主張す
るようになった。その結果、諸国の治安権
限が競合するようになっており、新たな覇
権的競合が発生している。この衝突をさけ
るためには国際的な法の支配の確立が必
要であることを明らかにしてきた。 

(5)（国際比較研究チームの形成） 
上の発見に基づいて、これまでの日英比

較の研究チームに加えて、下のような国際
比較チームを形成した。 
第１部・理論（法哲学：堅田・愛知学院

大学教授、国際法：富岡・名古屋経済大学
教授、国際政治：太田・金城学院大学教授）、 
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第２部・欧米（アメリカ：佐藤・静岡大
学教授、イギリス：倉持・南山大学教授、
フランス：西村・金沢大学教授、ドイツ：
中谷・愛知学院大学教授、イタリア：鈴木・
熊本大学教授）、 
第３部アジア（日本：渡名喜・琉球大学

教授、中国：柴田・愛知学院大学教授、韓
国：金・名城大学研究員）。 

(6)（学術書の出版の準備） 
上記の国際比較のチームで「テロ時代の

安全保障の国際比較」に関する研究書を法
律文化社より 2013 年に出版する手はずを
整えた。これは学術的に非常に重要な貢献
になる。 

 
３．現在までの達成度 
＜区分＞ 
①当初の計画以上に進展している。 
（理由） 
第１に本研究による発見。 

本研究はもっぱらイギリスの安全保障
体制を研究の対象としてきたが、その過程
で、イギリスにおける「冷戦構造から対テ
ロ戦争への安保体制の変化」は、欧米全体
で共通して発生し、あらたな覇権競合を生
み出していることを発見してきた。 

第２に研究チームの拡大。 
上のような発見と視野の拡大にともな

って、研究チームを本科研のメンバー４人
に加えて、欧米の専門家など入れて全体で
12 人とした。 

第３に研究紀要の発行。 
上の発見に基づいて梅川が所長を務め

る愛知学院大学国際研究センターの「紀
要」で 2011 年春に「安全保障」の特集を
組み、科研のメンバーを中心とした論文集
を発行する。現在その過程にある。 

第４に学術書の出版。 
上の発見を基礎として 12 人のメンバー

による「テロ時代の安全保障に関する国際
比較」の研究書を、2013 年春に、法律文化
社から出版する手はずを整えた。 

 
４．今後の研究の推進方策 
(1)（拡大されたチームの研究会） 
 テロ時代の国家構築に関する日英比較か
ら、欧米とアジアにおける国家構築の比較に
拡大したチームによる研究会を 2011 年の夏
に行う。その中でテロ時代の安全保障の国家
戦略が欧米においてきわめて類似している
ことを明らかにする。 
(2)(学術書出版の企画を進める) 
 上の研究会は「テロ時代の安全保障の国際
比較」を出版する執筆者の研究会でもある。
原稿の締め切りは 2012 年の９月であり、10
月に出版助成の申請をして 2013 年に出版す
る。 

(3)（理論的な課題） 
 テロ時代の主要国は国際治安権において
覇権競合を生み出している。この問題を解決
するためには、国際的な法の支配を確立しな
ければならない。そのための理論的な追求を
行い、さらなる研究課題を探求する。 
 
５. 代表的な研究成果 
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